
 

GRAND CYCLE TOKYO 実行委員会（第５回） 

日時：令和５年７月 14 日（金） 

 

議事次第 

 

１．審議事項 

第 1 号議案 専門部会設置に伴う GRAND CYCLE TOKYO 実行委員会 

会則の改正について 

・GRAND CYCLE TOKYO 実行委員会会則 

 

第 2 号議案 GRAND CYCLE TOKYO 実行委員会専門部会設置要綱の 

制定について 

 ・GRAND CYCLE TOKYO 実行委員会専門部会設置要綱 

 

 

 

 













GRAND CYCLE TOKYO 実行委員会専門部会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 GRAND CYCLE TOKYO 事業の推進について専門の事項を審議するため、GRAND CYCLE 

TOKYO 実行委員会（以下「実行委員会」という。）に専門部会を設置する。 

 

（構成） 

第２条 専門部会の名称は、次のとおりとする。 

（１）臨海専門部会 

（２）多摩専門部会 

２ 専門部会は、実行委員会委員長が委嘱する専門部会委員（以下、「委員」という。）を

もって構成する。 

３ 実行委員会委員長は、委員に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じ

て補充することができる。 

４ 専門部会に部会長を置き、部会長は委員の中から互選により決定する。 

５ 部会長に事故等があるときは、部会長があらかじめ指名する者が、あらかじめ指名す

る者がない場合は、委員の中から互選された者が職務を代行する。 

６ 部会長の任期は、実行委員会の会計年度末までとする。ただし、再任されることを妨

げない。 

 

（会議） 

第３条 専門部会は、部会長がこれを主宰する。 

２ 委員は会議に出席し、事業の推進に必要な計画等の審議を行う。 

  なお、会議は、オンラインによる実施を妨げないものとする。 

３ 専門部会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。ただ

し、会議に出席することができない委員は、あらかじめ通知した議事について、代理人

に権限を委任し、又は書面により議決権を行使することができる。 

４ 部会長が必要と認めるときは、会議の開催に代えて書面又は電磁的記録により可否を

求め、その結果をもって議決に代えることができる。 

５ 実行委員会の委員は、専門部会に出席し意見を述べることができる。 

６ 部会長は、専門部会にオブザーバーを置くことができ、部会長の求めに応じて会議に

出席し、意見を述べることができる。 

７ 部会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めること

ができる。 

 

（審議等） 



第４条 専門部会は、次の事項について審議し、その結果を実行委員会に付議するものと

する。 

（１）臨海部レガシースポーツイベントに関すること。 

（２）多摩自転車ロードレース・イベント及びサイクル活用推進事業に関すること。 

 

第５条 専門部会における審議上、必要があるときは専門部会に小委員会を設置すること

ができる。 

２ 小委員会の設置及び構成は、部会長が定める。 

 

（守秘義務） 

第６条 委員は、任期中及び任期後において委員として知り得た秘密情報について、その

秘密を保持しなければならず、第三者に対して開示又は漏洩してはならない。 

  なお、オブザーバーについても同様とする。 

 

（議事及び資料の公開） 

第７条 専門部会の議事の内容及び資料の取扱いは、関係法令に則り、適切に対応する。 

 

（謝金の支払） 

第８条 委員若しくは第３条第５項の実行委員会の委員又は第３条第７項の委員以外の者

への謝金又は交通実費については、実行委員会の委員等への支払規定に準じて支払うこ

とができる。 

 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関して必要な事項は、部会長が

定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年  月  日から施行する。 


